
佐世保市の
介護予防事業について

佐世保市長寿社会課高齢支援係
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準備する資料：①佐世保市介護保険サービスガイド
②介護保険サービスガイド別紙事業所一覧
③説明資料を印刷したもの（必要な方）



１．介護予防の必要性について

２．介護予防・日常生活支援総合事業について

①サービス・活動事業

②一般介護予防事業

３．生活支援体制整備事業について

（生活支援コーディネーター、生活支援サポーター）

４．地域ケア会議について

５．実際の支援の例
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今回の内容



１．介護予防の必要性について
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介護保険法 第１条 （目的） ※抜粋

この法律は、介護サービスを提供する目的を

『（要介護者が）「尊厳を保持し」、「その有する
能力」に応じ「自立した日常生活」を営むことが
できるよう、必要な保健医療サービス及び福祉

サービスに係る給付を行う』と規定している。

機能回復と
残存能力

心身の自立
4

介護保険法に定められていることが根本にあります



介護保険法 第4条（国民の努力及び義務）

国民は、自ら、要介護状態となることを予防するため、加
齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保
持増進に努めるとともに要介護状態になった場合において
も、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能
力の維持向上に努めるものとする。
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自分のレベルに合った介護予防に取
り組む努力をすること＝国民の義務

介護保険法に定められていることが根本にあります
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高齢者数
ピーク

後期高齢者
数ピーク

（人）

（年）

佐世保市の今後の高齢者数の予測

出典：総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」



＜佐世保市の介護が必要になる理由※＞

7※順位は、要介護認定者のうち表記の疾病治療者の割合（令和3年度）

１位 認知症
２位  転倒・骨折

３位  脳血管疾患

４位  心疾患

５位  腎不全

６位  虚血性心疾患



佐世保市の状況～要介護(要支援)認定率の推移

22.5 22.2
21.6

20.3 20.2

19.4 19.5
19.3

19
19.4

22
21.7

21.3

20.5

20.4

19.9 19.9 19.9

19.7
19.9

17.9 17.9
18

18

18.3

18.5 18.7
18.8

19

19.2

17

18

19

20

21

22

23

H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3 R6.3

市

県

国

厚生労働省 地域包括ケア見える化システムより

（％）

国は認定率が徐々に上がっているが、

総合事業開始以降（H29年）、

長崎県や佐世保市では認定率が低下

介護予防推進の効果と考えられる！



２．介護予防・日常生活支援総合事業について
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介護予防・日常生活支援総合事業
（略称：総合事業）とは

※介護保険法第115条の45第１項にて規定

＜総合事業の目的＞

要支援認定者等の高齢者の多様な生活支援のニーズを

地域全体で支え、要介護状態になることを予防するための事業

＜基本的な考え方＞

〇多様な生活支援

〇高齢者の社会参加と地域における支え合い

〇介護予防の推進

〇関係者間の意識の共有と自立支援

〇認知症対策

〇共生社会
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生活に支障を少し感じているけど比較的元気な高齢者
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厚生労働省：介護予防・日常生活支援
総合事業ガイドラインP9より一部抜粋



総合事業の概要
〇訪問介護、通所介護以外のサービスは、予防給付によるサービス提供。
〇介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと介護予防給付のサービス
を組み合わせる。
〇総合事業のサービスのみ利用する場合は、要介護認定を受けずに「事業対象者」とし
て申請することで、迅速なサービス利用が可能（基本チェックリストで判断）。

全国介護保険担当課長会議資料（平成26年11月10日開催）「〔再掲〕
敬語予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案（概要）」より一部抜粋



「事業対象者」とは
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基本チェックリスト該当者のこと

〇申請窓口：長寿社会課高齢支援係

〇申請に必要なもの

①受付簿

②被保険者証（認定・更新申請中の場合は、A4水色の資格者証）

③ケアマネジメント依頼届出書（担当包括の印字がある場合は不要）

④基本チェックリスト ※該当していることを確認しているもの

⑤委任状（被保険者証・負担割合証の窓口交付の場合）
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〇どんな人を事業対象者として申請する？

→要支援程度の状態で、訪問介護・通所介護相当のサービスのみが
必要な状態のとき。

○要支援程度の状態でも、予防給付のサービスを使う必要がある場合
→介護保険認定申請を行う。
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地域包括支援センターの委託を受けて居宅介護支援事業
所が支援しているケースの場合

⇒再度、地域包括支援センターからの依頼があれば可能。

今後の方針を決める時点（介護保険更新準備開始時期やプラン更
新近い時期など）に、居宅介護支援事業所が地域包括支援セン
ターに相談し、今後の方針を協議して対応。

★基本チェックリストは、必ず本人と面接して聞き取る。
★基本的に地域包括支援センターが実施。
→新規ケースの場合、居宅介護支援事業所だけの判断で
は、基本チェックリストの実施不可。



事業対象者申請のメリット

●市に申請後、1週間程度で「事業対象者」と印字した被
保険者証が本人の手元に届く（認定待ちの期間がない）

●主治医意見書は不要

サービスに早く、確実につなげることができる

※ただし、訪問介護・通所介護に相当するサービス以外を希望の場合は

 事業対象者では利用できないため注意。
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17
厚生労働省：介護予防・日常生活支援
総合事業ガイドラインP9より一部抜粋

２．介護予防・日常生活支援総合事業
①サービス・活動事業
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厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインP17より一部抜粋

サービス・活動事業の類型（１） ～訪問系サービス～

佐世保市での
名称は・・・

（総合事業の）訪問型サービス 訪問型支え合いサービス



佐世保市の総合事業の訪問系サービス（1）

①訪問型サービス（サービスガイドを合わせてご参照ください）

以前の「介護予防訪問介護（ホームヘルプ）」に相当するサービス。

 本人の自立支援のために、買い物、掃除、調理、洗濯、入浴等の

 できない部分の支援を行うもの。

②訪問型支え合いサービス（サービス・活動B）

住民主体のボランティア団体による支援。

 市が団体に補助金を交付する。

介護予防を目的とした生活支援等の支援。
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厚生労働省：介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインP17より一部抜粋

佐世保市での
名称は・・・

きらっと元気教室（総合事業の）通所型サービス 通所型支え合いサービス

サービス・活動事業の類型（2） ～通所系サービス～



佐世保市の総合事業の通所系サービス

①通所型サービス（サービスガイドを合わせてご参照ください）

以前の「介護予防通所介護（デイサービス）」に相当するサービス。

 本人の自立支援のために、機能訓練、レクリエーション、送迎、食事、

 入浴、栄養改善、口腔機能の向上、運動器の機能向上等の支援を

 行うもの。

②通所型支え合いサービス（サービス・活動B）

住民主体のボランティア団体による支援。

 市が団体に補助金を交付する。

 要支援者等を中心とした定期的（月3回以上）な利用が可能な、

 自主的な通いの場づくり(体操・運動等・趣味活動など)。

★令和3年度より、制度改正で事業対象者や要支援認定から要介護認定に移行した人に

ついても、介護予防ケアマネジメントを実施し利用可能となっている
21



③きらっと元気教室（サービス・活動C：短期集中予防サービス）

高齢者がその人らしい生き方を維持することを目的に、多様な側面から
支援を行い、生活習慣病予防、介護予防、生活機能の向上を目指すもの。

参加者が近い将来実現したい生活目標を立て、セルフマネジメントに着
目した個別のプログラムを設定し、機能向上を図る。
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佐世保市の総合事業の通所系サービス（2）



あと少しの支援で
目標達成できそうな人に
限り６か月まで延長可

セルフマネジメント定着が期待できる方

・身体介護が多く必要な方
・医療的介入が重視される
段階の方
・認知機能・理解力の
明らかな低下がある方は除く



配布用
チラシより



『セルフマネジメント』とは
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参考

セルフマネジメントを推進するために・・・

社会資源、地域の通いの場、ボランティアなどについても視野に入れて

プラン立案することが重要！！

佐世保市の介護予防事業で、特に重視している考え方です

●自己管理能力

●一定の状態を維持させ、さらに良い方向へ発展させていくこと

●自分の精神状態や健康状態を安定させ、よりよい状態になるように改善を図っていくこと

高齢者のセルフマネジメントでは…

・自分自身に興味を持つ

・自分の可能性に気づく
自信がつくように支援を行っていく



介護予防ケアマネジメント

●対象：要支援認定者および事業対象者

●介護予防および日常生活支援を目的として、心身の状況、置かれている
環境等に応じて、適切なサービス※を包括的かつ効率的に提供されるよう
必要な援助を行う事業。

※適切なサービス・・・
訪問型サービス、通所型サービスのみでなく、
・多様なサービス（支え合いサービス、きらっと元気教室）
・一般介護予防事業（通いの場、介護予防教室など）
・社会資源（インフォーマルサービス、地域のボランティアや民生委員、
 公民館活動など）
・本人や家族の取り組み 等も視野にいれて検討する
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介護予防ケアマネジメントの類型
＊ケアマネジメントA～Cがあるが、佐世保市ではAとCを採用している（R7.8月末時点）
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類型
①ケアマネジメントＡ 
（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

②ケアマネジメントＣ 
（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

内容
・サービス事業の指定を受けた事業所のサービ
スを利用する場合 
・短期集中予防サービスを利用する場合 

・ケアマネジメントの結果、補助対象団体への利用につな
げる場合 

実施主体
地域包括支援センター
居宅介護支援事業所（委託した場合） 

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所（委託した場合） 

対象事業

・訪問型サービス
（以前の介護予防訪問介護に相当するサービス）

・通所型サービス
（以前の介護予防通所介護に相当するサービス） 
・きらっと元気教室 
(通所型サービス・活動C、短期集中予防サービス)

・通所型支え合いサービス(通所型サービス・活動B)
・訪問型支え合いサービス(訪問型サービス・活動B)
・地域介護予防活動支援事業（週１回程度の通いの場） 

プロセス 

アセスメント 
→ケアプラン原案作成 
（介護予防サービス・支援計画書）
→サービス担当者会議 
→利用者への説明・同意 
→ケアプランの確定・交付 
【利用者・サービス提供者へ】 
→サービス利用開始 
→モニタリング 【給付管理】 
→評価

アセスメント 
→ケアマネジメント結果等記録表作成 
→利用者への説明・同意
→【サービス提供者】
通所型・訪問型Bの場合のみ、ケアマネジメント結果等記
録表の交付
地域介護予防活動支援事業の場合は、本人の必要な情
報を伝える。(記録表の交付はしない)
→サービス利用開始 
→【初回のみ給付管理】
(利用開始証明書必要)



利用者区分 サービス利用パターン例 ケアマネジメント 支給限度額

事業対象者

事業（訪問介護）のみ

介護予防・生活支援サービス費
(介護予防ケアマネジメント費)

５，０３２単位事業（通所介護）のみ

事業（訪問介護と通所介護）のみ

要支援１

給付のみ

介護予防給付費

５，０３２単位
給付 ＋

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護と通所介護）のみ
介護予防・生活支援サービス費
(介護予防ケアマネジメント費)

要支援２

給付のみ

介護予防給付費

１０、５３１単位
給付 ＋

事業（訪問介護）

事業（通所介護）

事業（訪問介護と通所介護）のみ
介護予防・生活支援サービス費
(介護予防ケアマネジメント費)

利用者区分ごとのパターン例
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２．介護予防・日常生活支援総合事業
①一般介護予防事業
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厚生労働省：介護予防・日常生活支援
総合事業ガイドラインP9より一部抜粋



いきいき百歳体操ができた経緯

介護予防に効果があると注目されていた

「パワーリハビリテーション」

メリット：介護度の高い高齢者でも安全に運動が実施できる
デメリット：機器が高額。機器を設置するスペースが必要



引用：いきいき百歳体操の取り組み～住民主体の介護予防活動～/高知市健康福祉部高齢者支援課：川村 明範32



赤崎2組公民館でのいきいき百歳体操の様子です。
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例えば、こんな取り組みを行っています！！

○介護予防手帳（知っとってノートの一部）の作成、普及啓発

○佐世保介護予防体操（つるかめ体操）の作成、普及啓発

●介護保険施設等でのいきいき百歳体操の指導や運動・リハビリの助言

●高齢者宅への個別家庭訪問

例）対象者に適した環境整備や福祉用具の活用、運動の提案

●・・・長寿社会課の理学療法士が実施しています。お気軽にご相談ください！！

〇血圧記録手帳を活用した健康教育

○いきいき百歳体操の正しい運動方法と体力測定

○通いの場の活動を支援するボランティアの養成



【通いの場】市のホームページ、地域包括ケアガイドマップで公開中

【社会福祉協議会のサロン活動団体】

社会福祉協議会のホームページ、地域包括ケアガイドマップで公開中

【公民館活動等】市のホームページ「佐世保市生涯学習情報まなⅤｉｖａ」で公開中

地域の団体等はこちらから見ることができます

６３団体

22団体

40団体

27団体

43団体

21団体

44団体

51団体
11団体

322団体

令和7年3月末の団体数

参考1）包括別の通いの場【※週１回以上百歳体操等の活動を行っている団体】数
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参考2）知っとってノート
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参考3）つるかめ体操（佐世保介護予防体操）

こちらのＱＲコードから
動画のページにアクセスで
きます

 

佐世保介護予防体操 検索

■佐世保市役所ホームページで公開中

○市内の理学療法士、作業療法士、健康運動指導士等の協力を得て佐世保独
自の体操を作成。
○全１４部位２２種類の体操。いきいき百歳体操より複雑な動きが多く、より筋力
を鍛えることができる。鍛えたい部分だけ実施することも可能。

■長寿社会課でDVDの貸し出し、
ポスターの配布を行っています

ぜひご活用ください！



３．生活支援体制整備事業について
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生活支援体制整備事業とは
●目的●
生活支援サービスを担う事業主体（NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティ
ア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー
人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等）と連携しながら、
多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一
体的に図っていく事業。

39

☆生活支援コーディネーター（SC）
「資源開発」「ネットワーク構築」「ニーズと取組のマッチング」といった地域の
生活支援体制整備のコーディネートを行う者。

第１層ＳＣ：佐世保市の基盤整備を担当（１名）
第２層ＳＣ：地区自治協議会圏域毎（27圏域）に設置

ＳＣが中心となり、
・協議体（地域の多様な主体との情報共有・連携の場）の設置
・生活支援サポーターの養成
・ニーズ調査、マッチング ・・・などを行っている



生活支援サポーター
地域の支え合い活動の推進のためＳＣが中心となり
養成しているボランティア。現在約750名が登録。

●主な活動内容●
・見守り・声かけ
・ちょっとしたお手伝い
・ゴミ捨て
・買い物
・食事の準備
・外出支援
・入院中の支援

40

既にある民生委員やシルバーヘルプサービス等の
活動も考慮しつつ、活動の充実が必要な場合に支援

現状訪問介護（ヘルパー）での対応が多い。
徐々にボランティアによる支援の充実へ



４．地域ケア会議について

41



42

地域ケア会議：H27年～介護保険法に規定



佐世保市の地域ケア会議 体系図
＜③地域ケア推進会議＞
関係機関とのネットワークの構築や①② など
の会議体を通して把握された市全域にかかる
課題の共有を行う。共有された課題について
社会資源の開発や政策形成につながる提言・
提案を行う。

43

＜①地域ケア個別会議＞
現在のケアプランを基に、専門職（リハビリ、栄
養、口腔、薬剤等）との検討を行う中で、多角
的視点から事例の課題を捉え、自立支援に目
を向けたケアプラン作成につなげるもの
⇒高齢者の有する能力の維持向上を目指す
⇒地域課題を発見する

＜②課題抽出会議＞
①にて諮ったケースを積み重ね、また日頃の業
務や地域アセスメントを通じて裏付けられた地
域課題を包括的に判断し、必要な関係者と課
題の共有・解決に向けた検討を図る。



佐世保市の地域ケア個別会議

• 平成30年度～
自立支援に目を向けた地域ケア個別会議を開始。

• 各包括（9か所）主催・長寿社会課主催で10回/月実施し
ている。※1回あたり3事例

• 参加する専門職（助言者）
①リハビリ専門職（ＰＴかＯＴかＳＴ）
②管理栄養士
③薬剤師
④歯科衛生士

・ 参加者
ケアマネジャー（プランナー）・包括職員・長寿社会課地区
担当保健師・認知症推進員・生活支援コーディネーター・
民生委員
→様々な職種のネットワーク構築の場にもなっている

44



５．実際の支援の例
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A.訪問サービスでの調理支援・配食サービスを提案

B.「食事が作れない」状況を詳しく聞く

46

みなさんのところに、高齢者から「食事が作れない」
と相談が来ました。

みなさんなら、どう対応しますか？

なぜ、食事が作れない？

・握力が弱く、野菜を包丁で切れない
・足の力が弱く、調理する時間立つことができない
・物忘れが出てきて火の消し忘れが心配
・買い物に行けないから など

ニーズと課題の捉え方①



ニーズと課題の捉え方②
「食事が作れない」を課題と捉えてしまうと…

⇒目標・方針

「ヘルパーの支援と配食サービスで食事の確保ができる」

となってしまう… これは自立支援のプラン？

47

ヘルパーで調理支援、配食支援を受け続ける

⇒自分で調理する機会がなくなる

できない「状況」を「課題」と置き換えているだけ 単にニーズを課題として捉えているのでは？

ずっとサービスに頼らないと生活できない状態に
さらにできないことが増え、要介護状態へ



ニーズと課題の捉え方③

ニーズ

課題

自立を妨げている要因

48

できない背景に何があるのかを明らかにすることが重要

利用者等から語られる
困りごと・欲求・要望

できない状況になっている要因は何か？
＝本当に解決しなければならないこと



ニーズと課題の捉え方④

「本人の発言」を元に、目標設定を行うことが重要！！

●過去にできていたことでまたできるようになりたいこと

●最近行けていないけれどもまた行ってみたい場所

●昔からの趣味・特技に合った社会参加の場

前向きに取り組みやすい！
49

＜課題の捉え方＞

本人がしたいこと⇔出来ないこと・現状

ギャップに視点を置くことが大切

⇒改善可能性の追求、残存能力の活用

当事者が受け身では問題解決は難しい。



ご清聴ありがとうございました
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